
【機密性２】

ＩＴ点呼制度改正の趣旨

→ 遠隔地点呼へのＩＴ機器の導入促進により、アルコールチェックを含めた点呼の更なる実効性向上を図る。

ＩＴ点呼制度改正の具体的内容

現在運転者が所属するＧマーク営業所又は車庫で実施することとしているＩＴ点呼について、遠隔地等においても運転者の所属す
る営業所以外の運行管理者により、ＩＴ点呼を実施できるよう、通達改正。

①

酒気帯びの状況に関する測定結果の機器への記録・保存について、従来、「運行管理者の営業所の設置型端末」としていたところ、
クラウド型の記録・保存についても認められるよう通達を改正。

②

近年、スマートフォンなど携帯通信機器や『クラウド型』のデータ保存が普及・高度化していることに鑑み、確実な点呼実施を前提として、
ＩＴ点呼制度について、遠隔地への対象拡大とデータの記録・保存に係る要件緩和を行うこととする。
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ＩＴ点呼制度の対象拡大・要件緩和について

④ 営業所－遠隔地の他の営業所に所属する運転者間
※今回新たに対象を拡大（連続１６ｈまで）

①営業所－車庫間
（※２４ｈ実施可能）
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②営業所－他の営業所間
（※連続１６ｈまで）

③営業所－他の営業所の車庫間
（※連続１６ｈまで）

従来、アルコール検知器の測定結果をＡ営業所の設置型端末において自動的に記録・保存する必要あり。

外部設置サーバー

アルコール検知器の測定結果を
自動的に記録・保存

アルコール検知器の測定結果を
常時確認可能

※今回新たに要件を緩和し、クラウド型のデータ管理を可能に。

従来、「電話その他の方法」による点呼
として、ＩＴ点呼は実施可能

※
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運行管理者

ＩＴ点呼制度改正の趣旨

○ 点呼は、営業所において対面で実施することが原則であるが、営業所と車庫が離れている場合には、運行管理者
や補助者（以下、運行管理者等）が車庫に行き又は運転者が車庫から一旦営業所に来て点呼を実施している。

○ 「事業用自動車総合安全プラン2009」の中間見直し（平成26年11月）において、ＩＴ点呼実施の対象事業者の拡大
等の検討が今後の方向性として示されている。

○ 運行管理者等が車庫に行くなどして点呼を実施することは、中小トラック事業者の大きな負担となっており、全日
本トラック協会は、生産性向上の観点からＩＴ点呼機器を用いて行う点呼（以下、ＩＴ点呼）の一部拡大を要望している。

○ 現在、Ｇマーク営業所に認めているＩＴ点呼のうち、営業所と車庫間におけるＩＴ点呼をＧマークの認定を受けてい
ない営業所においても一定の要件を満たす場合に認めることとする。

ＩＴ点呼実施可能営業所の適用の拡大について

※１ 都市部等で営業所に隣接した車庫を確保することが困難な場
合があることから、告示において地域毎に営業所と車庫間の距
離の上限を定めている。（以下は告示の一部）

２０ｋｍ １０ｋｍ

東京都（特別区に限る）、横
浜市、川崎市

札幌市、埼玉県、千葉県、
東京都（特別区以外）、神奈
川県（横浜市、川崎市以外）、
愛知県、京都府の一部、
大阪府の一部、兵庫県の一
部、北九州市、福岡市 等

※１

ＩＴ点呼

① 運輸開始後３年を経過していること。

② 過去３年間、第１当事者となる自動車事故報告規則に掲げる事故を引き起こしていないこと。

③ 過去３年間、点呼の実施違反に係る行政処分を受けていないこと。

④ 適正化実施機関の直近の巡回指導評価がＤ、Ｅ以外であり、点呼に関する指摘がない又は点呼に係る改善報告書が３ヶ月以内に提
出され改善が図られていること。

必要とする要件
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